
議案第４号 

字の名称を廃止することについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、別紙

変更調書のとおり字の名称を廃止し、同条第２項の規定による告示の指定する日

から効力を生ずるものとする。 

令和６年２月２７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

八幡浜市地番整理事業の実施により、大字の区域及び名称を新たに画し並び

に大字の区域を変更することに伴い、小字を廃止するため。 

 



 



別紙　

１　変更調書

摘要

大字名 小字名 地番

油田 全区域

上浜田

１３０２の１１から１３０２の１３まで、１３０２の１８、１３０２の３３、１３０２の３５、１３１６の２、１３１６の
４、１３１７の１、１３１７の７から１３１７の１０まで、１３２０・１３２１・１３２２合併２、１３２０・１３２１・１３
２２合併４、１３２０の１、１３２０の１１から１３２０の１３まで、１３２３、１３２５、１３２８の２、１３２８の
３、１３２８の７から１３２８の９まで

神山 全区域

西海寺 全区域

サシマ 全区域

佐島 全区域

佐嶋 全区域

下浜田 １３５４の１、１３５４のハ

下松影

１０８３の４、１０８３の７から１０８３の９まで、１０８３の１１、１０８４の１から１０８４の９まで、１０８７の
１から１０８７の６まで、１０８９、１０９０の１から１０９０の４まで、１０９１の１から１０９１の４まで、１０
９２の１から１０９２の４まで、１０９３の３、１０９４の１から１０９４の８まで、１０９６の１から１０９６の４
まで、１０９６の６、１０９８、１０９９、１１００の１、１１００の４、１１００の５、１１０１の３から１１０１の５
まで、１１０３の４、１１０４の３から１１０４の７まで、１１０４の９、１１０５、１１０６、１１０７の１から１１０
７の３まで、１１０９の１から１１０９の６まで、１１１０の１から１１１０の１６まで、１１１１の１、１１１１の
３から１１１１の１３まで、１１１２の１から１１１２の７まで、１１１３の１、１１１３の５、１１１３の１０から
１１１３の１２まで、１１１３の１４から１１１３の１７まで、１１１３の２１、１１１５の１、１１１５の６から１１
１５の８まで、１１１５の１０、１１１５の１１、１１１７の２、１１１７の３、１１１８の２

タイ 全区域

竹田
全区域

タチウチハ 全区域

中深

１１９５の１から１１９５の４まで、１１９６の２から１１９６の７まで、１１９７の１から１１９７の３まで、１１
９８の１から１１９８の６まで、１１９９の１から１１９９の４まで、１２００の１から１２００の４まで、１２０
１、１２０１の１、１２０２の１から１２０２の３まで、１２０３の１から１２０３の３まで、１２０４の１、１２０４
の３、１２０４の５、１２０５の１、１２０６、１２０６の１、１２０７の１、１２０７の２、１２０７の４、１２０８の１
から１２０８の３まで、１２０９の１から１２０９の４まで、１２１０の２、１２１１の１、１２１１の２

浜田

１１６５の１、１１６５の２、１１６７の１、１１６７の４、１１６７の５、１１６９、１１７０の１、１１７０の２、１１
７０の４、１１７１の１から１１７１の５まで、１１７１の７、１１７２の３、１１７３の１、１１７３の２、１１７４
の１、１１７４の６、１１７５の１、１１７８の２、１１７９の１から１１７９の３まで

松影

５８０、５８２、５８５、５８６、５８７、５８８、５８９、５９０、５９１、５９２の２、５９３、５９４の１から５９４の４
まで、５９５の１から５９５の８まで、５９６、５９８の１、５９８の３、５９８の４、６４０の１

宮ノ下 全区域

矢野町 全区域

備考　令和６年２月８日調査

小字を廃止する区域

これに伴う
道路、水路
等を含む



 




